
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
作
業
主
任
者
を
選
任
す
べ
き
作
業
）

（
作
業
主
任
者
を
選
任
す
べ
き
作
業
）

第
六
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
作
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
作
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
行
う
金
属

二

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
行
な
う
金

の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業

属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
機
械
集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
機
械
集
材
装
置
（
集
材
機
、
架
線
、
搬
器

、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て

、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
動
力
を
用
い
て

、
原
木
又
は
薪
炭
材
を
巻
き
上
げ
、
か
つ
、
空
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
設

、
原
木
又
は
薪
炭
材
を
巻
き
上
げ
、
か
つ
、
空
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
設

備
を
い
う
。
）
若
し
く
は
運
材
索
道
（
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら

備
を
い
う
。
）
若
し
く
は
運
材
索
道
（
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら

に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
原
木
又
は
薪
炭
材
を
一
定
の
区
間
空

に
附
属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
原
木
又
は
薪
炭
材
を
一
定
の
区
間
空

中
に
お
い
て
運
搬
す
る
設
備
を
い
う
。
）
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し

中
に
お
い
て
運
搬
す
る
設
備
を
い
う
。
）
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し

く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作

く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作

業

業

イ

原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
超
え
る
も
の

イ

原
動
機
の
定
格
出
力
が
七
・
五
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
こ
え
る
も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

四
～
五
の
二

（
略
）

四
～
五
の
二

（
略
）

六

木
材
加
工
用
機
械
（
丸
の
こ
盤
、
帯
の
こ
盤
、
か
ん
な
盤
、
面
取
り
盤

六

木
材
加
工
用
機
械
（
丸
の
こ
盤
、
帯
の
こ
盤
、
か
ん
な
盤
、
面
取
り
盤

及
び
ル
ー
タ
ー
に
限
る
も
の
と
し
、
携
帯
用
の
も
の
を
除
く
。
）
を
五
台

及
び
ル
ー
タ
ー
に
限
る
も
の
と
し
、
携
帯
用
の
も
の
を
除
く
。
）
を
五
台

以
上
（
当
該
機
械
の
う
ち
に
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
が
含
ま
れ
て
い
る

以
上
（
当
該
機
械
の
う
ち
に
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
三
台
以
上
）
有
す
る
事
業
場
に
お
い
て
行
う
当
該
機
械
に
よ

場
合
に
は
、
三
台
以
上
）
有
す
る
事
業
場
に
お
い
て
行
な
う
当
該
機
械
に

る
作
業

よ
る
作
業

七

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械
を
五
台
以
上
有
す
る
事
業
場
に

七

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
プ
レ
ス
機
械
を
五
台
以
上
有
す
る
事
業
場
に

お
い
て
行
う
当
該
機
械
に
よ
る
作
業

お
い
て
行
な
う
当
該
機
械
に
よ
る
作
業



八
～
九

（
略
）

八
～
九

（
略
）

十

土
止
め
支
保
工
の
切
り
ば
り
又
は
腹
起
こ
し
の
取
付
け
又
は
取
り
外
し

十

土
止
め
支
保
工
の
切
り
ば
り
又
は
腹
お
こ
し
の
取
付
け
又
は
取
り
は
ず

の
作
業

し
の
作
業

十
の
二

ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以
外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二

十
の
二

ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以
外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た

十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た

め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
掘
削
の
作
業
（
掘
削

め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
掘
削
の
作
業
（
掘
削

用
機
械
を
用
い
て
行
う
掘
削
の
作
業
の
う
ち
労
働
者
が
切
羽
に
近
接
す
る

用
機
械
を
用
い
て
行
う
掘
削
の
作
業
の
う
ち
労
働
者
が
切
羽
に
近
接
す
る

こ
と
な
く
行
う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
伴
う
ず
り
積
み
、
ず
い
道

こ
と
な
く
行
う
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
伴
う
ず
り
積
み
、
ず
い
道

支
保
工
（
ず
い
道
等
に
お
け
る
落
盤
、
肌
落
ち
等
を
防
止
す
る
た
め
の
支

支
保
工
（
ず
い
道
等
に
お
け
る
落
盤
、
肌
落
ち
等
を
防
止
す
る
た
め
の
支

は
だ

保
工
を
い
う
。
）
の
組
立
て
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
の
取
付
け
若
し
く
は
コ
ン

保
工
を
い
う
。
）
の
組
立
て
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
の
取
付
け
若
し
く
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
等
の
吹
付
け
の
作
業

ク
リ
ー
ト
等
の
吹
付
け
の
作
業

十
の
三

ず
い
道
等
の
覆
工
（
ず
い
道
型
枠
支
保
工
（
ず
い
道
等
に
お
け
る

十
の
三

ず
い
道
等
の
覆
工
（
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
（
ず
い
道
等
に
お
け

ア
ー
チ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
側
壁
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
に
用
い
る
型
枠

る
ア
ー
チ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
側
壁
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
に
用
い
る
型

並
び
に
こ
れ
を
支
持
す
る
た
め
の
支
柱
、
は
り
、
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の

わ
く
並
び
に
こ
れ
を
支
持
す
る
た
め
の
支
柱
、
は
り
、
つ
な
ぎ
、
筋
か
い

部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
仮
設
の
設
備
を
い
う
。
）
の
組
立
て
、
移
動
若

等
の
部
材
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
仮
設
の
設
備
を
い
う
。
）
の
組
立
て
、
移

し
く
は
解
体
又
は
当
該
組
立
て
若
し
く
は
移
動
に
伴
う
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

動
若
し
く
は
解
体
又
は
当
該
組
立
て
若
し
く
は
移
動
に
伴
う
コ
ン
ク
リ
ー

打
設
を
い
う
。
）
の
作
業

ト
の
打
設
を
い
う
。
）
の
作
業

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
二

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
は
い
（
倉
庫
、
上
屋
又
は
土
場
に
積
み

十
二

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
は
い
（
倉
庫
、
上
屋
又
は
土
場
に
積
み

重
ね
ら
れ
た
荷
（
小
麦
、
大
豆
、
鉱
石
等
の
ば
ら
物
の
荷
を
除
く
。
）
の

重
ね
ら
れ
た
荷
（
小
麦
、
大
豆
、
鉱
石
等
の
ば
ら
物
の
荷
を
除
く
。
）
の

集
団
を
い
う
。
）
の
は
い
付
け
又
は
は
い
崩
し
の
作
業
（
荷
役
機
械
の
運

集
団
を
い
う
。
）
の
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
（
荷
役
機
械
の

転
者
の
み
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

運
転
者
の
み
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
三

船
舶
に
荷
を
積
み
、
船
舶
か
ら
荷
を
卸
し
、
又
は
船
舶
に
お
い
て
荷

十
三

船
舶
に
荷
を
積
み
、
船
舶
か
ら
荷
を
卸
し
、
又
は
船
舶
に
お
い
て
荷

を
移
動
さ
せ
る
作
業
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
お
い
て
揚
貨

を
移
動
さ
せ
る
作
業
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
お
い
て
揚
貨

装
置
を
用
い
な
い
で
行
う
も
の
を
除
く
。
）

装
置
を
用
い
な
い
で
行
な
う
も
の
を
除
く
。
）

十
四

型
枠
支
保
工
（
支
柱
、
は
り
、
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の
部
材
に
よ
り

十
四

型
わ
く
支
保
工
（
支
柱
、
は
り
、
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の
部
材
に
よ

構
成
さ
れ
、
建
設
物
に
お
け
る
ス
ラ
ブ
、
桁
等
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設

り
構
成
さ
れ
、
建
設
物
に
お
け
る
ス
ラ
ブ
、
け
た
等
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

に
用
い
る
型
枠
を
支
持
す
る
仮
設
の
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
組

打
設
に
用
い
る
型
わ
く
を
支
持
す
る
仮
設
の
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

立
て
又
は
解
体
の
作
業

）
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業

十
五
～
十
七

（
略
）

十
五
～
十
七

（
略
）



十
八

別
表
第
三
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作

十
八

別
表
第
三
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作

業
（
試
験
研
究
の
た
め
取
り
扱
う
作
業
及
び
同
表
第
二
号

に
掲
げ
る
物

業
（
試
験
研
究
の
た
め
取
り
扱
う
作
業
を
除
く
。
）

く

15

又
は
同
号

に
掲
げ
る
物
で
同
号

に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り

37

15

扱
う
作
業
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

十
九

別
表
第
四
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
鉛
業
務
（
遠
隔
操
作

十
九

別
表
第
四
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
鉛
業
務
（
遠
隔
操
作

に
よ
つ
て
行
う
隔
離
室
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
作
業

に
よ
つ
て
行
な
う
隔
離
室
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
作
業

二
十

別
表
第
五
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
四
ア
ル

二
十

別
表
第
五
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
四
ア
ル

キ
ル
鉛
等
業
務
（
遠
隔
操
作
に
よ
つ
て
行
う
隔
離
室
に
お
け
る
も
の
を
除

キ
ル
鉛
等
業
務
（
遠
隔
操
作
に
よ
つ
て
行
な
う
隔
離
室
に
お
け
る
も
の
を

く
も
の
と
し
、
同
表
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
ド
ラ
ム
缶
そ

除
く
も
の
と
し
、
同
表
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
ド
ラ
ム
か

の
他
の
容
器
の
積
卸
し
の
業
務
に
限
る
。
）
に
係
る
作
業

ん
そ
の
他
の
容
器
の
積
卸
し
の
業
務
に
限
る
。
）
に
係
る
作
業

二
十
一
～
二
十
三

（
略
）

二
十
一
～
二
十
三

（
略
）

（
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

（
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

第
十
八
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
次
の
と
お
り
と

第
十
八
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一
～
九
の
十
二

（
略
）

一
～
九
の
十
二

（
略
）

九
の
十
三

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

十
～
十
四
の
八

（
略
）

十
～
十
四
の
八

（
略
）

十
四
の
九

一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン

十
四
の
十

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

十
四
の
十
一

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

十
四
の
九

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

十
五
～
三
十

（
略
）

十
五
～
三
十

（
略
）

三
十
の
二

一
・
三
―
プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン

三
十
一
～
四
十

（
略
）

三
十
一
～
四
十

（
略
）

（
作
業
環
境
測
定
を
行
う
べ
き
作
業
場
）

（
作
業
環
境
測
定
を
行
う
べ
き
作
業
場
）

第
二
十
一
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
作
業
場
は
、
次
の
と

第
二
十
一
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
作
業
場
は
、
次
の

お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

別
表
第
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
を
製
造

七

別
表
第
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
を
製
造



し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
（
同
号

に
掲
げ
る
物
又
は
同
号

し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
若
し
く

＜

15

に
掲
げ
る
物
で
同
号

に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業

は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
屋
内
作
業
場
又
は
コ
ー
ク
ス
炉
上
に
お
い

37

15

で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
石
綿
等
を

て
若
し
く
は
コ
ー
ク
ス
炉
に
接
し
て
コ
ー
ク
ス
製
造
の
作
業
を
行
う
場
合

取
り
扱
い
、
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
屋
内
作
業
場
又
は
コ

の
当
該
作
業
場

ー
ク
ス
炉
上
に
お
い
て
若
し
く
は
コ
ー
ク
ス
炉
に
接
し
て
コ
ー
ク
ス
製
造

の
作
業
を
行
う
場
合
の
当
該
作
業
場

八
～
十

（
略
）

八
～
十

（
略
）

（
健
康
診
断
を
行
う
べ
き
有
害
な
業
務
）

（
健
康
診
断
を
行
う
べ
き
有
害
な
業
務
）

第
二
十
二
条

法
第
六
十
六
条
第
二
項
前
段
の
政
令
で
定
め
る
有
害
な
業
務
は

第
二
十
二
条

法
第
六
十
六
条
第
二
項

前
段
の
政
令
で
定
め
る
有
害
な
業
務

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

別
表
第
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
（
同
号

三

別
表
第
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
化
学
物
質
（
同
号

５
及
び

の
２
に
掲
げ
る
物
並
び
に
同
号

に
掲
げ
る
物
で
同
号
５
又
は

５
及
び

の
２
に
掲
げ
る
物
並
び
に
同
号

に
掲
げ
る
物
で
同
号
５
又
は

31

37

31

37

の
２
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務

の
２
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務

31

31

（
同
号
８
若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
又
は
同
号

に
掲
げ
る
物
で
同
号
８

（
同
号
８
若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
又
は
同
号

に
掲
げ
る
物
で
同
号
８

32

37

32

37

若
し
く
は

に
係
る
も
の
を
製
造
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て

若
し
く
は

に
係
る
も
の
を
製
造
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て

32

32

こ
れ
ら
の
物
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
同
号

に
掲
げ
る
物
又
は
同
号

に

こ
れ
ら
の
物
を
取
り
扱
う
業
務
を
除
く
。
）
、
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に

＜

15

37

掲
げ
る
物
で
同
号

に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
で
厚

掲
げ
る
物
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
物
及
び
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
物
で

15

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲

同
項
第
四
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
試
験
研
究
の
た
め
製
造
し
、
若

げ
る
物
（
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
物
及
び
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
物
で
同

し
く
は
使
用
す
る
業
務
又
は
石
綿
等
の
取
扱
い
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た

項
第
四
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
試
験
研
究
の
た
め
製
造
し
、
若
し

め
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

く
は
使
用
す
る
業
務
又
は
石
綿
等
の
取
扱
い
若
し
く
は
試
験
研
究
の
た
め

の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２

法
第
六
十
六
条
第
二
項
後
段
の
政
令
で
定
め
る
有
害
な
業
務
は
、
次
の
物

２

法
第
六
十
六
条
第
二
項
後
段
の
政
令
で
定
め
る
有
害
な
業
務
は
、
次
の
物

を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務
（
第
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号

を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務
（
第
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
二
号

に
掲
げ
る
物
又
は
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
で
第
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十

に
掲
げ
る
物
又
は
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
で
第
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十

二
号
に
係
る
も
の
を
製
造
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

二
号
に
係
る
も
の
を
製
造
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

物
を
取
り
扱
う
業
務
、
第
十
二
号
若
し
く
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
物
又
は
第

物
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
第
十
二
号
若
し
く
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
物
又
は



二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
で
第
十
二
号
若
し
く
は
第
十
六
号
に
係
る
も
の
を
鉱

第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
で
第
十
二
号
若
し
く
は
第
十
六
号
に
係
る
も
の
を

石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
物
を
取
り
扱

鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
物
を
取
り

う
業
務
及
び
第
十
四
号
の
二
に
掲
げ
る
物
又
は
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
物
で

扱
う
業
務
を
除
く
。
）
又
は
石
綿
等
の
製
造
若
し
く
は
取
扱
い
に
伴
い
石
綿

第
十
四
号
の
二
に
係
る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
で
厚
生
労
働

の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
と
す
る
。

省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
石
綿
等
の
製
造
若
し
く
は
取
扱
い
に

伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
四
の
二

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

十
五

（
略
）

十
五

（
略
）

十
五
の
二

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

十
六
～
二
十
四

（
略
）

十
六
～
二
十
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
健
康
管
理
手
帳
を
交
付
す
る
業
務
）

（
健
康
管
理
手
帳
を
交
付
す
る
業
務
）

第
二
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お

第
二
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
（
こ
れ
ら
の
物
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン

一

ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
（
こ
れ
ら
の
物
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
を
製
造
し
、
又
は

ト
を
こ
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
を
製
造
し
、
又
は

取
り
扱
う
業
務

取
り
扱
う
業
務

二

ベ
ー
タ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
（
こ
れ
ら
の
物
を
そ
の
重
量

二

ベ
ー
タ
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
（
こ
れ
ら
の
物
を
そ
の
重
量

の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
を

の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
を

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

無
機
砒
素
化
合
物
（
ア
ル
シ
ン
及
び
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
を
除
く
。
）
を
製

五

三
酸
化
砒
素
を
製
造
す
る
工
程
に
お
い
て
焙
焼
若
し
く
は
精
製
を
行
い

ひ

ひ

ひ

ば
い

造
す
る
工
程
に
お
い
て
粉
砕
を
し
、
三
酸
化
砒
素
を
製
造
す
る
工
程
に
お

、
又
は
砒
素
を
そ
の
重
量
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
鉱
石
を

ひ

ひ

い
て
焙
焼
若
し
く
は
精
製
を
行
い
、
又
は
砒
素
を
そ
の
重
量
の
三
パ
ー
セ

ポ
ツ
ト
法
若
し
く
は
グ
リ
ナ
ワ
ル
ド
法
に
よ
り
製
錬
す
る
業
務

ば
い

ひ

ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
鉱
石
を
ポ
ツ
ト
法
若
し
く
は
グ
リ
ナ
ワ
ル
ド
法

に
よ
り
製
錬
す
る
業
務

六
～
十
二

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）



別
表
第
三

特
定
化
学
物
質
（
第
六
条
、
第
九
条
の
三
、
第
十
七
条
、
第
二
十

別
表
第
三

特
定
化
学
物
質
（
第
六
条
、
第
九
条
の
三
、
第
十
七
条
、
第
二
十

一
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

一
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
類
物
質

二

第
二
類
物
質

１
～

（
略
）

１
～

（
略
）

14

14

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン

削
除

15

15

～

（
略
）

～

（
略
）

16

19

16

19

の
２

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

19
～

（
略
）

～

（
略
）

20

37

20

37

三

（
略
）

三

（
略
）



○
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
三
条

次
に
掲
げ
る
物
（
既
存
石
綿
含
有
製
品
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

第
三
条

次
に
掲
げ
る
物
（
既
存
石
綿
含
有
製
品
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
適
用
除
外
製
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
適
用
除
外
製
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
当
分
の
間
、
法
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

、
当
分
の
間
、
法
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

石
綿
ジ
ョ
イ
ン
ト
シ
ー
ト
ガ
ス
ケ
ッ
チ
ン
グ
か
ら
切
り
出
し
た
石
綿
（

一

石
綿
ジ
ョ
イ
ン
ト
シ
ー
ト
ガ
ス
ケ
ッ
チ
ン
グ
か
ら
切
り
出
し
た
石
綿
（

ア
モ
サ
イ
ト
及
び
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ア
モ
サ
イ
ト
及
び
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

を
含
有
す
る
ガ
ス
ケ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す

じ
。
）
を
含
有
す
る
ガ
ス
ケ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
本
邦
に
あ
る
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
備
（
配
管
を
含
む
。

る
も
の

）
の
接
合
部
分
に
使
用
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
直
径
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の

イ

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
本
邦
に
あ
る
化
学
工
業
の
用
に

供
す
る
施
設
（
以
下
「
既
存
化
学
工
業
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
備
（

配
管
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
接
合
部
分
（
三
百
度
以
上
の
温
度
の

流
体
で
あ
る
物
を
取
り
扱
う
部
分
に
限
る
。
）
に
使
用
さ
れ
る
も
の

ロ

既
存
化
学
工
業
施
設
の
設
備
の
接
合
部
分
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
直
径
千
五
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

二

石
綿
を
含
有
す
る
う
ず
巻
形
ガ
ス
ケ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
既
存
化
学
工
業

施
設
の
設
備
の
接
合
部
分
（
四
百
度
以
上
の
温
度
の
流
体
で
あ
る
物
又
は

次
に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
三
百
度
以
上
四
百
度
未
満
の
温
度
の
流
体
で

あ
る
も
の
を
取
り
扱
う
部
分
に
限
る
。
）
に
使
用
さ
れ
る
も
の

イ

亜
硝
酸
及
び
そ
の
塩

ロ

硝
酸
及
び
そ
の
塩

ハ

硫
酸
及
び
そ
の
塩



三

石
綿
を
含
有
す
る
グ
ラ
ン
ド
パ
ッ
キ
ン
で
あ
っ
て
、
既
存
化
学
工
業
施

設
の
設
備
の
接
合
部
分
（
四
百
度
以
上
の
温
度
の
流
体
で
あ
る
物
又
は
次

に
掲
げ
る
物
で
あ
っ
て
、
三
百
度
以
上
四
百
度
未
満
の
温
度
の
流
体
で
あ

る
も
の
を
取
り
扱
う
部
分
に
限
る
。
）
に
使
用
さ
れ
る
も
の

イ

亜
硝
酸
及
び
そ
の
塩

ロ

硝
酸
及
び
そ
の
塩

ハ

硫
酸
及
び
そ
の
塩

二

石
綿
又
は
石
綿
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲

四

石
綿
又
は
石
綿
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
あ
っ
て
、
前
三
号
に

げ
る
物
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の

掲
げ
る
物
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の


